
環境省自然環境局
京都御苑管理事務所

回 答 書

令和２年度京都御苑における情報発信強化等実施業務における企画競争説明会の中での質問について
次のとおり回答いたします。

質 問 事 項 回 答
質問の受付及び回答について
質問の回答は17日までに行うこととされていますが、質問書
に対する回答は個別の業者宛か、もしくは全事業者に開示す
るのかどちらでしょうか。

全事業者に開示する予定です。

履行期限について
サテライト施設の完成が令和４年３月であり、本業務の履行
期限が令和３年11月となっていますが、展示設備の完成が履
行期限内にできないということでしょうか。

内装、設備工事等の全ての工事を完了し、供用開始できる状
態になるのが令和４年３月を予定しています。建築物の完成
は早い段階を予定しています。

仕様書（骨子）について
仕様書（骨子）（３）②京都御苑入口部における案内機能の
強化にてデジタルサイネージを設置するにあたり、制約等によ
り設置できない場所はありますでしょうか。

「京都市屋外広告物等に関する条例」の定める屋外広告物の
禁止地域にあたりますが、管理者が御苑内部（御苑外から見
えない位置）にサイネージを設置することは屋外広告物の禁
止の規制は適用されないことを事前に確認しています。ただ
し、その具体的なデザインや設置位置、規模等については計
画段階で規制当局と十分に調整を行ってください。また、仕
様書（骨子）に記載のとおり法規制は遵守いただき、手続き
が必要な場合は提案者にて行ってください。

仕様書（骨子）について
企画提案の留意事項にて、短期集中的に実現する内容と、中
長期的に継続して実施する必要がある内容を提案することとあ
りますが、中長期的に実施する内容は、本業務内において設
備購入等を行うものではないということでよいでしょうか。

ご認識のとおり、本業務内で実施する内容に中長期的に実施
する内容は含みません。

仕様書（骨子）について
仕様書（骨子）（３）①閑院宮邸跡収納展示館を活用した情
報発信強化業務について、閑院宮邸跡に設置する機器のリー
ス導入期間は事業者側でイメージしても良いでしょうか。ま
た、導入期間のイメージがあれば教えてください。

リース期間の想定はありません。リースを行う場合、導入期
間についても提案内容の審査材料とします。

仕様書（骨子）について
業務を進めていくにあたり、周辺住民への説明事項、配慮事
項はありますでしょうか。また、住民以外に意見を伺う必要
がある有識者がいれば教えてください。

市民生活に影響が出るような作業等を行う場合は、周辺住民
への事前説明が必要になります。また、本業務を実施するに
あたって周辺住民や有識者へのヒアリング等が必要と判断す
る場合は提案内容に記載してください。発注者側の指定はあ
りません。

多言語対応について
仕様書（骨子）（３）①～⑥の業務において、多言語化を図
るとされていますが、特に重視している項目があれば教えてく
ださい。

本業務は、国際観光旅客税を財源として業務を行うことか
ら、訪日外国人の対応を目的にしているため、全ての業務に
おいて多言語化を図ることとしています。



審査基準及び採点表について
実施方法等の提案（様式B)の（６）仕様書（骨子）２（１）
④及び⑤が同じ項目で15点の配点となっていますが、④と⑤
の業務のどちらに比重を置いているか想定があれば教えてく
ださい。

業務の比重の指定はありません。提出された企画書の内容に
て審査員が総合的に判断します。

苑内の通信状況について
デジタルサイネージを設置するにあたり、苑内の通信状況につ
いて、Wi-fiや５G等の設備があるか教えてください。

京都御苑内で利用者に対しWi-fiを提供している環境省施設は
中立売休憩所のみで、５Gを利用している設備はありません。
ただし、中立売休憩所の運営事業者により運用しているもの
であるため、本業務にて使用することは想定していません。
Wi-fi通信等が必要な場合は、引き込み等も本業務内で実施す
ることとしています。
なお、サテライト施設３施設の新築工事では通信のための空
配管まで工事を行います。サテライト施設内にて展示のため
通信機器が必要な場合は、引き込み等も本業務内で実施して
ください。

サテライト施設の運営について
サテライト施設３施設にてカフェや土産物屋等を運営する事
業者の決定は、工事完成時になるのか、もっと前に決まるの
かを教えてください。

サテライト施設の運営事業者の選定時期は未定です。工事完
了時には選定されている予定です。

自然環境基礎調査について
仕様書（骨子）（２）自然環境基礎調査業務にて、展示等に
使用することを前提に写真を撮影することとありますが、業
務の実施にあたり環境省からの写真データの提供はないとい
うことでしょうか。

著作権等の使用に制限がない写真等については環境省から提
供することは可能ですが、画質やデータ形式等の要因により
提案される機器に使用できないことも十分に考えられるた
め、ご注意ください。


